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１【提出理由】

当社は、2024年５月10日開催の取締役会において、2024年６月20日開催予定の当社定時株主総会（以下、「本定時

株主総会」といいます。）においてＤ種種類株式の発行に必要な承認及びＤ種種類株式に関する規定の新設等に係る

定款の一部変更（以下、「本定款変更」といいます。）に係る議案の承認が得られること、本定時株主総会の開催日

までに書面決議予定のＡ種種類株主総会及びＣ種種類株主総会において、本定款変更に係る議案の承認が得られるこ

と並びにＡ種種類株式及びＣ種種類株式の取得・消却が完了していることを条件として、第三者割当の方法によりＤ

種種類株式を発行すること（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を決議いたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第２号の規定に基づき、本

臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】
（１）有価証券の種類及び銘柄

株式会社ミツバ　Ｄ種種類株式

 
（２）発行数

200株

 
（３）発行価格（払込金額）及び資本組入額

発行価格（払込金額）     １株につき50,000,000円

資本組入額               １株につき25,000,000円

 
（４）発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額           10,000,000,000円

資本組入額の総額         5,000,000,000円

※資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は5,000,000,000円であ

ります。

 
　なお、当社は、本第三者割当増資の効力が生じることを停止条件とし、2024年６月28日を効力発生日とし

て、資本金の額を5,000,000,000円、資本準備金の額を5,000,000,000円減少させること（以下、「本資本金

等の減少」といいます。）を予定しております。

 
（５）株式の内容

Ｄ種種類株式の内容は、以下のとおりです。

１.剰余金の配当

① 期末配当の基準日

当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種種類株式を有する株主（以下「Ｄ種

種類株主」という。）又はＤ種種類株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種種類登録株式質権者」という。）

に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をすることができる。

② 期中配当

当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種種類株

主又はＤ種種類登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（期中配当）をすることができる。

③ 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたＤ種種類株主又はＤ種種類登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主

名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式

質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｄ種種類株式１株につき、下記１.④に定め

る額の配当金（以下「Ｄ種優先配当金」という。）を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準

日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてＤ種種類株主

又はＤ種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき（以下、当該配当金を「Ｄ種期中優先配当金」

という。）は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が

行われる日までの間に、当会社がＤ種種類株式を取得した場合、当該Ｄ種種類株式につき当該基準日に係

る剰余金の配当を行うことを要しない。

④ Ｄ種優先配当金の額

Ｄ種優先配当金の額は、Ｄ種種類株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除

算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。

Ｄ種種類株式１株当たりのＤ種優先配当金の額は、Ｄ種種類株式の１株当たりの払込金額及び前事業年度

に係る期末配当後の未払Ｄ種優先配当金（下記１.⑤において定義される。）（もしあれば）の合計額に

年率7.8％を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただ

し、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含

む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として

日割計算により算出される金額とする。

EDINET提出書類

株式会社ミツバ(E02205)

臨時報告書

 2/13



⑤ 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてＤ種種類株主又はＤ種種類登録株式質権者に対して行われた１株

当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合のＤ種優先配当金の額

に達しないときは、その不足額（以下「未払Ｄ種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に累積する。

⑥ 非参加条項

当社は、Ｄ種種類株主又はＤ種種類登録株式質権者に対して、上記１.④に定めるＤ種優先配当金の合計

額を超えて剰余金の配当を行わない。

 
２.残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｄ種種類株主又はＤ種種類登録株式質権者に対して、普通株主又は

普通登録株式質権者に先立って、Ｄ種種類株式１株当たり、下記２.②に定める金額を支払う。

② 残余財産分配額

(１)基本残余財産分配額

Ｄ種種類株式１株当たりの残余財産分配額は、下記５.②(１)に定める基本償還価額算式（ただし、基本

償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下

同じ。）と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額（以下「基本残余財産分配

額」という。）とする。

(２)控除価額

上記２.②(１)にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われたＤ種優先配当金（残余財産分配日ま

での間に支払われたＤ種期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済Ｄ種優先配当金」という。）が存す

る場合には、Ｄ種種類株式１株当たりの残余財産分配額は、下記５.②(１)に定める控除価額算式（ただ

し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済Ｄ種優先配当金」は、それぞれ「残余財産

分配日」「解散前支払済Ｄ種優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額相当額

を、上記２.②(１)に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済Ｄ種優先配

当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済Ｄ種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相

当額を計算し、その合計額を上記２.②(１)に定める基本残余財産分配額から控除する。

③ 非参加条項

Ｄ種種類株主又はＤ種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

 
３.議決権

Ｄ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

 
４.普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）

① Ｄ種種類株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社がＤ種種類株式の全部又は一部を取得するの

と引換えに、下記に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をＤ種種類株主に対して交付す

ることを請求（以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。）することがで

きる。なお、下記の算定方法に従い、Ｄ種種類株主に交付される普通株式数を算出した場合において、１株

未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った

Ｄ種種類株主に対し会社法第167条第３項に定める金銭を交付することを要しない。

当会社がＤ種種類株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出す

る。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、Ｄ種種類株主に対して交付することとなる普通株式の

数に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。

 
（算式）

Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数

＝Ｄ種種類株主が取得を請求したＤ種種類株式の数

×上記５.②(１)に定める基本償還価額相当額から、上記５.②(２)に定める控除価額相当額を控除した金額

（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還

請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済Ｄ種優先配当金」を「転換請求前支払済Ｄ種優先配当

金」（転換請求日までの間に支払われたＤ種優先配当金（転換請求日までの間に支払われたＤ種期中優先配

当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて算出される。）

÷転換価額　

 
② 転換価額

イ　当初転換価額

当初転換価額は、1,344円とする。

ロ　転換価額の修正

転換価額は、2024年12月末日以降の毎年６月末日及び12月末日（以下個別に又は総称して「転換価額修

正日」という。）に、転換価額修正日における時価の95％に相当する金額（以下「修正後転換価額」と

いう。）に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が708円（以下「下限転換価額」という。）

を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された

場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
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上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所（以下「東証」という。）における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とす

る。

ハ　転換価額の調整

(a) 当会社は、Ｄ種種類株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又

は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって

転換価額（上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。）を調整する。

 
調整後転換価額

＝調整前転換価額×（既発行普通株式数＋（（交付普通株式数×１株当たりの払込金額）÷時価））

÷（既発行普通株式数＋交付普通株式数）

 
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係

る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換

価額を適用する日の１か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の

有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみな

された普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。

転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分

割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数

を含まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数

（効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値

で表示して使用するものとする。

転換価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金銭以

外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円とする。）、下記(b)

(ii)及び(iv)の場合は０円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等（下記(b)(iii)に定義す

る。）の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額（時価を下回る対価をもって

普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加え

た額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付さ

れる普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付され

る普通株式の数で除した金額（下記(b)(iii)において「対価」という。）とする。

(b) 転換価額調整式によりＤ種種類株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての

場合を含む。）（ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取

得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）

の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、

交換又は行使により交付する場合を除く。）

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の

最終日とする。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただ

し、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ii) 普通株式の株式分割をする場合

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と

引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるも

のを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る

対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する

場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新

株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」とい

う。）の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみ

なして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発

生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける

権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の

時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている

取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普

通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価

が確定した日の翌日以降これを適用する。

(iv) 普通株式の併合をする場合
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調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(c)  (i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切

り捨てる。

(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。）とする。

(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取

締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。

(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又

は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の

取得のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ii)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると

き。

(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により

転換価額の調整を必要とするとき。

(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場合は、

転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その

後の調整の計算において斟酌される。

(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並

びにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載

された各Ｄ種種類株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができな

いときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 
③ 転換請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

④ 転換請求の効力発生

転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。

 
５.金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）

① 償還請求権の内容

Ｄ種種類株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてＤ種種類株式を取得することを請求（以下

「償還請求」という。）することができる。この場合、当社は、Ｄ種種類株式１株を取得するのと引換え

に、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における会社法第461条第２項所定の分配可能額

を限度として、法令上可能な範囲で、当該Ｄ種種類株主に対して、下記５.②に定める金額（ただし、除

算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。以下「償還価額」

という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、

取得すべきＤ種種類株式は、抽選又は償還請求が行われたＤ種種類株式の数に応じた比例按分その他の方

法により当会社の取締役会において決定する。

② 償還価額

(１)基本償還価額

Ｄ種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償還価額」とい

う。）とする。

（基本償還価額算式）

基本償還価額＝50,000,000円×(１＋0.078)
 m+n/365

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」

とする。

(２)控除価額

上記５.②(１)にかかわらず、償還請求日までの間に支払われたＤ種優先配当金（償還請求日までの間に

支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済Ｄ種優先配当金」という。）が存する場合に

は、Ｄ種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記５.②(１)に定める基

本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済Ｄ種優先配当金が複数回にわたって支払われ

た場合には、償還請求前支払済Ｄ種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記

５.②(１)に定める基本償還価額から控除する。

（控除価額算式）

控除価額＝償還請求前支払済Ｄ種優先配当金×(１＋0.078)
 x+y/365

償還請求前支払済Ｄ種優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間

に属する日の日数を「x年とy日」とする。

③ 償還請求受付場所

群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地

株式会社ミツバ

④ 償還請求の効力発生
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償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

 
６.金銭を対価とする取得条項（強制償還）

① 強制償還の内容

当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもって、Ｄ

種種類株主又はＤ種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がＤ種種類株式の全部又は一部を取

得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、Ｄ種種類株主又はＤ種種類登録株式質権

者に対して、下記６．②に定める金額（以下「強制償還価額」という。）の金銭を交付することができる

（以下、この規定によるＤ種種類株式の取得を「強制償還」という。）。なお、Ｄ種種類株式の一部を取

得するときは、取得するＤ種種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において

決定する。

② 強制償還価額

(１)基本強制償還価額

Ｄ種種類株式１株当たりの強制償還価額は、上記５.②(１)に定める基本償還価額算式（ただし、基本償

還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。）によって計算される基本

償還価額相当額（以下「基本強制償還価額」という。）とする。

(２)控除価額

上記６.②(１)にかかわらず、強制償還日までの間に支払われたＤ種優先配当金（強制償還日までの間に

支払われたＤ種期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済Ｄ種優先配当金」という。）が存する場

合には、Ｄ種種類株式１株当たりの強制償還価額は、上記５.②(２)に定める控除価額算式（ただし、控

除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済Ｄ種優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」

「強制償還前支払済Ｄ種優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額相当額を、

上記６.②(１)に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済Ｄ種優先配当

金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済Ｄ種優先配当金のそれぞれにつき控除価額

相当額を計算し、その合計額を上記６.②(１)に定める基本強制償還価額から控除する。

 
７.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

① 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ｄ種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。

② Ｄ種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無

償割当を行わない。

 
８.譲渡制限

譲渡によるＤ種種類株式の取得については、取締役会の承認を要する。

 
（６）発行方法

以下の割当予定先に対して、第三者割当の方法により割当てます。

株式会社日本政策投資銀行　100株

株式会社横浜銀行　100株

 
（７）当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

１.手取金の総額

① 払込金額の総額 10,000,000,000円

② 発行諸費用の概算額 340,000,000円

③ 差引手取概算額 9,660,000,000円
 

（注）発行諸費用の概算額のうち主なものは、支払手数料、登記関連費用並びにフィナンシャルアドバイザ

リー費用、デューデリジェンス費用、リーガルアドバイザリー費用、価値算定費用、開示文書翻訳手数料等

で、消費税等は含まれておりません。

 
２.手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

 　本第三者割当増資による手取金の具体的使途は、下記の内容を予定しております。

 具体的な使途 金　額 支出予定時期

①  

 

四輪市場向け新製品の立ち上げ、新規顧客向

け製品の立ち上げ、及び既存顧客向け拡販の

ための 機械設備・金型の新規導入・能力増強

等

7,600百万円 2024年７月～2028年３月

②  

 

二輪市場向け新製品の立ち上げ、新規顧客向

け製品の立ち上げのための 機械設備・金型の

新規導入等

2,060百万円 2024年７月～2028年３月

 

（注）調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

 
当社は、EVや電動化などを中心とする成長期待領域において競争力のある生産体制を構築するため、本第

三者割当増資の手取金を、以下のとおり充当する予定です。これらの設備投資を通じて、四輪・二輪にお

ける新規顧客向けの事業拡大や、二輪における新製品開発等を実行し、さらに生産体制の効率化を実現す

EDINET提出書類

株式会社ミツバ(E02205)

臨時報告書

 6/13



ることによって、安定的な収益基盤の構築を図ってまいります。

 
① 四輪市場向けの新製品の立ち上げ、新規顧客向け製品の立ち上げ、及び既存顧客向け拡販のための機械設

備・金型の新規導入・能力増強等

(１)ブラシレスファンモーター、およびファンシュラウド新規立ち上げ用生産ライン、金型、実験設備

(２)電動オイルポンプモーター※能力増産対応のための新規生産ライン、金型、実験設備

※ クラッチ等の油圧源やEVの駆動モーター等のオイル潤滑・冷却に使用いたします。

(３)電動パワーステアリングモーター立上げのための新規生産ライン、金型

(４)電動サーボブレーキシステム用ブラシレスモーター新規立ち上げ用生産ライン、金型

 
② 二輪市場向けの新製品の立ち上げ、新規顧客向け製品の立ち上げのための 機械設備・金型の新規導入等

(１)二輪EV製品の量産ラインの導入に向けた機械設備や金型などの新規導入

 
（８）新規発行年月日（払込期日）

2024年６月28日

 
（９）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

 
（10）引受人の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項はありません。

 
（11）募集を行う地域に準ずる事項

日本国内

 
（12）金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

該当事項はありません。

 
（13）保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

なお、割当予定先のＤ種種類株式の保有方針については、下記「（14）３.株券等の保有方針」をご参照くださ

い。

 
（14）第三者割当の場合の特記事項

１.割当予定先の状況

①　株式会社日本政策投資銀行

①  

 
名称 株式会社日本政策投資銀行

②  

 
所在地

東京都千代田区大手町一丁目９番６号

大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

③  

 
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 地下 誠二

④  

 
事業内容 金融保険業

⑤  

 
資本金 1,000,424百万円

⑥  

 
設立年月日 2008年10月１日

⑦  

 
発行済株式数 43,632,360株（2023年９月末）

⑧  

 
決算期 ３月

⑨  

 
従業員数 1,867名（2023年９月末）（連結）

⑩  

 
主要取引先 ―

⑪  

 
主要取引銀行 ―

⑫  

 
大株主及び持株比率 財務大臣　100％
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⑬  

 

当事会社間の関係  
資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 当社と当該割当予定先との間で銀行借入の金融取引があります。

関連当事者への

該当状況

該当事項はありません。

⑭  

 
最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期

 連結純資産 3,703,415 3,832,062 3,963,784

 連結総資産 21,221,829 21,508,591 21,482,420

 １株当たり連結純資産(円) 64,719.67 65,892.29 68,285.56

 連結経常収益 269,462 310,349 374,584

 連結経常利益 73,096 86,134 135,387

 
親会社株主に帰属する

当期純利益
45,246 57,612 92,775

 
１株当たり連結当期純利益

(円)
867.21 1,382.07 1,889.44

 １株当たり配当金(円) 186 358 419

         
 

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

 
②　株式会社横浜銀行

①  

 
名称 株式会社横浜銀行

②  

 
所在地 奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号

③  

 
代表者の役職・氏名 代表取締役頭取　片岡　達也

④  

 
事業内容 銀行業

⑤  

 
資本金 215,628百万円

⑥  

 
設立年月日 1920年12月16日

⑦  

 
発行済株式数 1,204,576,748株（2023年９月末）

⑧  

 
決算期 ３月

⑨  

 
従業員数 4,067人（連結）

⑩  

 
主要取引先 ―

⑪  

 
主要取引銀行 ―

⑫  

 
大株主及び持株比率 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ　100%

⑬  

 

当事会社間の関係  
資本関係 当該割当予定先は、当社普通株式2,199,330 株を所有しております。

人的関係 当該割当予定先より出向者を2名受け入れております。

取引関係 当社と当該割当予定先との間で銀行借入の金融取引があります。

関連当事者への

該当状況

該当事項はありません。

⑭  

 
最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期

 連結純資産 1,015,571 1,017,547 1,025,072

 連結総資産 19,398,821 21,661,327 23,746,795
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 １株当たり連結純資産(円) 838.23 839.79 846.18

 連結経常収益 263,460 256,962 283,078

 連結経常利益 52,842 71,078 70,589

 
親会社株主に帰属する

当期純利益
34,553 45,989 49,387

 
１株当たり連結当期純利益

(円)
28.68 38.17 41.00

 １株当たり配当金(円) - - -

       
 

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

 
２.割当予定先の選定理由

日本政策投資銀行及び横浜銀行はいずれも当社の主要取引金融機関であること、複数の主要取引金融機関に

Ｄ種種類株式を保有いただくことが当社の財務政策の一層の安定化にも繋がること、当社を取り巻く経営環

境、経営状況及び当社の資本政策の考え方を十分にご理解いただいたこと等を総合的に勘案の上、日本政策

投資銀行及び横浜銀行を割当予定先に選定いたしました。

 
①　当社の誓約事項

当社は、(i)割当予定先に対して、事業運営状況及び業績の報告を行い、かつ割当予定先との定例面談及び

役員面談を開催すること、(ii)当社株主総会における特別決議が必要とされている事項、事業の全部若しく

は重要な一部の中止若しくは廃止、重要な不動産の譲渡等、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、定款

変更、組織再編行為、解散、倒産手続開始の申立等、株式の分割、併合、無償割当て、自己株式の取得、一

定の剰余金の配当、資本金の減少等、一定の債務負担行為、一定のスワップ取引等を行う場合に、割当予定

先の事前の承諾を得ること（但し、割当予定先は、当社の判断を最大限尊重し、かかる承諾を不合理に拒絶

又は留保してはならないものとされています。）、(iii)割当予定先に対して、当社の株主等又は資本構成

に変更が生じた場合、財政状態等に重大な悪影響を及ぼす恐れのある訴訟等が開始された場合、当社が横浜

銀行をアレンジャーとするシンジケート団との間で締結するシンジケートローン契約（以下「本シンジケー

トローン契約」という。）又は当社が貸付人としての横浜銀行、その他金融機関及びエージェントとしての

横浜銀行との間で締結するコミットメントライン契約（以下「本コミットメントライン契約」という。）の

解除等若しくは債務不履行事由等に該当することとなる事由が発生した場合、本シンジケートローン契約及

び本コミットメントライン契約の変更（本コミットメントライン契約変更契約によるものを除きます。）又

は終了の場合等に一定の報告を行うこと、（iv）割当予定先に対するＤ種種類株式に係る剰余金の配当又は

Ｄ種種類株式の取得を可能にするため、割当予定先と誠実に協議の上、合理的な請求に従い、法令等に反し

ない範囲で、剰余金の配当資金又はＤ種種類株式の取得資金を可能な限り創出するべく資本金又は資本準備

金の額の減少等を行うために必要な措置をとるよう商業上合理的な最大限の努力を行うこと等を、割当予定

先に誓約しています。

 
②　取得請求権の行使制限

割当予定先は、大要以下に記載する事由（以下「転換制限解除事由」といいます。）が発生しない限り、当

社の承認を得ずに、普通株式を対価とする取得請求権を行使することはできません。

(i)   金銭を対価とする取得請求権の発生した日から６か月間の経過

(ii)  2029年12月27日の経過

(iii) Ｄ種種類株主に対する剰余金の配当が２事業年度を通じて一度も行われなかった場合

(iv)  払込期日において本引受契約に定める割当予定先による払込みの前提条件が成就していなかったこ

とが発覚した場合

(v)  当社が①本引受契約上の表明及び保証への重大な違反、又は②本引受契約のその他のいずれかの条項

（本引受契約上の表明及び保証を除く。）への違反（但し、軽微な違反を除く。）をした場合であっ

て、当社が引受人から契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日から起算して30日を経て

もなお当該違反が治癒されない場合

 
また、割当予定先は、大要以下に記載する事由（以下「金銭対価取得請求権行使制限解除事由」といいま

す。）が発生しない限り、2029年６月27日までの間は、金銭を対価とする取得請求権を行使することはでき

ません。

(i)  当社の2025年３月末日及びそれ以降の各事業年度末日の単体の貸借対照表における剰余金の分配可能

額が、当該事業年度末日にＤ種種類株式の全部を強制償還したと仮定した場合における強制償還価額の

合計額以下になる場合（但し、当該事業年度に係る当社の定時株主総会において、当該時点におけるＤ

種種類株式の全部について強制償還をしたと仮定した場合の強制償還価額から当該事業年度末日現在の

単体の貸借対照表における剰余金の分配可能額を控除した額以上の資本金の額又は資本準備金の額の減

少を行うために必要な議案が付議及び可決された場合であって、当該事業年度末日から３か月以内にお

いて資本金の額又は資本準備金の額の減少が適法かつ有効に効力を生じた場合は、この限りでない。）

(ii) 当社の2025年３月末日及びそれ以降の各事業年度末日の連結の貸借対照表における自己資本（純資産

の部のうち「純資産合計」の金額から「非支配株主持分」の金額を差し引いた金額をいいます。）の金

額が前年度末日または2024年３月期のいずれか大きい方の金額の75％未満になる場合
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(iii) 当社の2025年３月末日及びそれ以降の各事業年度末日の連結の損益計算書における当期純損益が２事

業年度連続して赤字になる場合

(iv) 払込期日において本引受契約に定める割当予定先による払込みの前提条件が成就していなかったこと

が発覚した場合

(v)  当社が①本引受契約上の表明及び保証への重大な違反、又は②本引受契約のその他の条項（本引受契

約上の表明及び保証を除く。）への違反（但し、軽微な違反を除く。）をした場合であって、当社が引

受人から契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日から起算して30日を経てもなお当該違

反が治癒されない場合

 
③　払込義務の前提条件

本定款変更の効力が発生し、維持されていること、本資本金等の額の減少のために必要な手続きが完了し、

本資本金等の額の減少が確実と見込まれること、本シンジケートローン契約が有効かつ適法に締結され、そ

の効力が維持されていること、本コミットメントライン契約変更契約が有効かつ適法に締結され、その効力

が維持されていること、既存種類株式の取得及び消却が完了していること等が、割当予定先によるＤ種種類

株式に係る払込の履行の前提条件となっております。

 
３.株券等の保有方針

当社は、各割当予定先はＤ種種類株式の取得を中期投資として取り組む意向であり、Ｄ種種類株式取得後

は、Ｄ種種類株式の発行要項等の定めに従いＤ種種類株式を保有する方針と理解しております。

なお、上記(14)２.②のとおり、当社が割当予定先と締結する引受契約（以下「本引受契約」という。）

上、割当予定先は、転換制限解除事由が発生しない限り、当社の承認を得ずに、当社の普通株式を対価とす

る取得請求権を行使することはできず、かつ、金銭対価取得請求権行使制限解除事由が発生しない限り、

2029年６月27日までの間は、金銭を対価とする取得請求権を行使することはできません。

また、上記(５)８.のとおり、Ｄ種種類株式には譲渡制限が付されており、当社の事前の書面による承諾な

くしてＤ種種類株式の全部又は一部を譲渡することができないものとされております。

また、当社は、各割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行され

るＤ種種類株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社

が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意

することにつき、確約書を取得する予定です。

 
４.払込みに要する資金等の状況

当社は、日本政策投資銀行が2024年３月期に関東財務局長宛てに提出している半期報告書に記載の貸借対照

表の2023年９月30日時点の現金預け金の金額及び横浜銀行の第162期決算公告に記載の貸借対照表の2023年

３月31日時点の現金預け金の金額を確認しており、各割当予定先がＤ種種類株式の払込みに要する資金を保

有していることを確認しております。各割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完

了できる旨の報告を得ており、払込期日までに割当予定株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるもの

と判断しております。

 
５.割当予定先の実態

各割当予定先は、会社の沿革、役員等について有価証券報告書等において公表しております。当社は、この

ような各割当予定先の開示情報及び当社と各割当予定先との従来からの取引関係等当社の認識している情報

も踏まえ、各割当予定先及び各割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないと判断し

ており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
６.株券等の譲渡制限

譲渡によるＤ種種類株式の取得については、当社取締役会の承認を要します。

 
７.発行条件に関する事項

① 発行価格の算定根拠

当社は、Ｄ種種類株式の優先配当率（年率7.8％）、本優先株主が負担することとなるクレジット・コスト

等の諸条件を考慮し、当社の置かれた経営環境及び財務状況等を総合的に勘案の上、Ｄ種種類株式の発行条

件（本引受契約における条件を含みます。）は合理的であると判断しております。

また、当社は、Ｄ種種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社から独立した第三者

評価機関である株式会社赤坂国際会計（以下、「赤坂国際会計」といいます。）に対してＤ種種類株式の価

値分析を依頼いたしました。赤坂国際会計は一般的な株式オプション価値算定モデルであり、Ｄ種種類株式

の主要な特徴を反映した評価額を算定し得るモデルである二項格子モデルを用いてＤ種種類株式の価値算定

を実施しており、当社は本日付けで赤坂国際会計よりＤ種種類株式の評価報告書（以下、「種類株式評価報

告書」といいます。）を取得しております。

種類株式評価報告書によれば、赤坂国際会計は、評価基準日時点の市場環境等を考慮した一定の前提（Ｄ種

種類株式の配当金額、金銭を対価とする取得条項、金銭を対価とする取得請求権、普通株式を対価とする取

得請求権、Ｄ種種類株式の取得価額、当社が金銭を対価とする取得条項を行使可能になるまでの期間、Ｄ種

種類株主が金銭を対価とする取得請求権及び普通株式を対価とする取得請求権を行使するまでの期間、当社

の株価、ボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、クレジットスプレッド等）を設定しており、Ｄ種

種類株式の公正な評価額をＤ種種類株式１株当たり48,765,645円から50,213,259円と算定しております。
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当社は、割当予定先より、Ｄ種種類株式の払込金額を１株当たり50,000,000円とすることを含めた発行条件

の提案を受け、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、当該払込金額が当該評価額レ

ンジの下限を下回らない範囲であることを確認いたしました。その上で、当社の置かれた経営環境及び財務

状況を総合的に勘案しつつ、発行条件に関する割当予定先と協議及び交渉を重ね、Ｄ種種類株式の払込金額

を１株当たり50,000,000円とし、その他の発行条件を決定しております。Ｄ種先株式の発行価額が当該評価

額レンジの下限を下回らない範囲で決定されており、その評価手続きについて特に不合理な点がないことか

ら、Ｄ種種類株式の発行条件は合理的であり、Ｄ種種類株式の発行が有利発行に該当しないものと考えてお

ります。

もっとも、種類株式の価値評価については、様々な考え方があり得ること等から、念のため、会社法第199

条第２項及び第３項並びに第309条第２項の規定に基づき、本定時株主総会での特別決議による承認を得る

ことを条件として、Ｄ種種類株式発行を実施することといたします。

 
② 発行条件の合理性に関する考え方

当社は、Ｄ種種類株式を200株発行することにより、総額10,000,000,000円を調達いたしますが、上述した

Ｄ種種類株式の資金使途に照らしますと、Ｄ種種類株式の発行数量も合理的であると判断しております。ま

た、Ｄ種種類株式については、株主総会における議決権はありませんが、Ｄ種種類株式の普通株式を対価と

する取得請求権の行使により、既存株主の皆様に対し希薄化の影響が生じる可能性があります。Ｄ種種類株

式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定すると、Ｄ種種類株式の未払いの優

先配当金額が存在しない状態で、最大で議決権数141,242個の普通株式が交付されることとなり、2024年３

月末現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数である447,067個に対する割合は約

31.59％となります。なお、Ｄ種種類株式に係る剰余金の配当が行われず未払いの優先配当金額が累積した

場合、上記取得請求権の行使により転換される当社普通株式にかかる議決権の数はさらに増加します。

このように、Ｄ種種類株式の取得請求権の行使により当社の普通株式が交付された場合には、当社の普通株

式の希薄化が生じることとなりますが、①本第三者割当増資による自己資本の増強が早期の財務体質の安定

化に資すること、②本引受契約において、Ｄ種種類株式については、転換制限解除事由が発生しない限り、

割当予定先は、当社の承認を得ずに、普通株式を対価とする取得請求権を行使しない旨が合意されているこ

と、③Ｄ種種類株式には発行日から１年間の経過後にいつでも行使可能な金銭を対価とする取得条項が付さ

れており、当社の判断により、Ｄ種種類株式を強制償還することで、普通株式を対価とする取得請求権の行

使による希薄化の発生を一定程度抑制することが可能な設計がなされていること（なお、全部の取得だけで

なく一部の取得も可能な設計となっております。）等により、希薄化によって既存株主の皆様に生じ得る影

響をより少なくするための方策を講じております。このような観点から、当社としては、Ｄ種種類株式の発

行により生じ得る希薄化の規模も合理性があると判断しております。

 
８.大規模な第三者割当に関する事項

上記(５)４.のとおり、Ｄ種種類株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定

すると、Ｄ種種類株式の未払いの優先配当金額が存在しない状態で、最大で議決権数141,242個の普通株式

が交付されることとなり、2024年３月末現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数で

ある447,067個に対する割合は約31.59％となります。

したがって、本第三者割当増資に伴う希薄化率は25％以上となるため、本第三者割当増資は、「企業内容等

の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(23－６)」に規定する大規模な第三者割当に該当しま

す。

 
９.第三者割当後の大株主の状況

① 普通株式

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

総議決権数に

対する所有議

決権数の割合

（％）

割当後の所有

株式数

（千株）

割当後の総議決

権数に対する所

有議決権数の割

合

（％）

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町

二丁目11番３号
3,762 8.40 3,762 8.40

ミツバ取引先企業持株会 群馬県桐生市広沢

町一丁目2681番地

株式会社ミツバ内

2,239 5,00 2,239 5,00

株式会社横浜銀行

(常任代理人　株式会社日

本カストディ銀行)

神奈川県横浜市西

区みなとみらい三

丁目１番１号

（東京都中央区晴

海一丁目８番12号

晴海アイランドト

リトンスクエアオ

フィスタワーＺ

棟）

2,199 4.91 2,199 4.91
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日産自動車株式会社退職

給付信託口座　信託受託

者　みずほ信託銀行株式

会社　再信託受託者　株

式会社日本カストディ銀

行

東京都中央区晴海

一丁目８番12号

晴海アイランドト

リトンスクエアオ

フィスタワーＺ棟

1,742 3.89 1,742 3.89

本田技研工業株式会社 東京都港区南青山

二丁目１番１号
1,662 3.71 1,662 3.71

有限会社サンフィール

ド・インダストリー

群馬県桐生市巴町

二丁目1890番地18
1,550 3.46 1,550 3.46

セコム損害保険株式会社 東京都千代田区平

河町二丁目６番２

号

1,343 3.00 1,343 3.00

株式会社日本カストディ

銀行（信託口）

東京都中央区晴海

一丁目８番12号晴

海アイランドトリ

トンスクエアオ

フィスタワーＺ棟

1,074 2.40 1,074 2.40

三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社

(常任代理人　日本マス

タートラスト信託銀行株

式会社)

東京都千代田区丸

の内一丁目４番５

号

（東京都港区浜松

町二丁目11番３

号）

1,038 2.32 1,038 2.32

株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜

四丁目１番25号
1,009 2.25 1,009 2.25

計 － 15,556 34.79 15,556 34.79
 

（注１）上表における議決権比率は、2023年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

（注２）Ｄ種種類株式による潜在株式数につきましては、現時点において合理的に見積もることが困難なことか

ら、「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたって

は計算に含めておりません。

 
② Ｄ種種類株式

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

総議決権数に対

する所有議決権

数の割合

（％）

割当後の所

有株式数

（千株）

割当後の総議決

権数に対する所

有議決権数の割

合

（％）

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大

手町一丁目９番６

号

大手町フィナン

シャルシティ サ

ウスタワー

－ － 0.1 －

株式会社横浜銀行

神奈川県横浜市西

区みなとみらい３

丁目１番１号

－ － 0.1 －

 

 
10.株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

 
11.その他参考になる事項

該当事項はありません。

 
（15）その他

１.2024年５月10日現在の発行済株式総数及び資本金の額

    発行済株式総数（普通株式）    45,581,809株

（Ａ種種類株式） 10,000株

（Ｃ種種類株式） 5,000株

 
    資本金の額                    5,000,000,000円

 
２.本引受契約上、割当予定先による本第三者割当増資に係る払込みは、本定款変更の効力が発生し、維持さ
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れていること、本資本金等の額の減少のために必要な手続きが完了し、本資本金等の額の減少が確実と見込ま

れること、本シンジケートローン契約が有効かつ適法に締結され、その効力が維持されていること、本コミッ

トメントライン契約変更契約が有効かつ適法に締結され、その効力が維持されていること、既存種類株式の取

得及び消却が完了していること等を条件としております。
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